
 

 

                  

 

 

 

もしものリスクに備えて安心。再発しても補償対象になります。 

補償額 がん診断一時金  100万円 または 200万円 

補償内容 がんと診断確定※1されたときに、入院の有無にかかわらず保険金（一時金）をお支払いします。 

※1 がんの診断確定は、病理組織学的所見により、医師等によって診断されることを要します。た

だし、病理組織学的検査が行われなかった理由が明らかであり、他の所見による診断確定の根拠が

合理的であると認められるときは、他の所見を認めることがあります。 

ご注意 新規ご加入時および補償額の増額時は、健康状態告知が必要となり、項目に該当する方はご加入また

は増額できません。 

詳しくはインターネット募集システム e-CHOICE 上で表示される告知事項、重要事項説明書でご確

認ください。 

 ●初期のがんでも ⇒「上皮内新生物」も補償対象になります。また、「白血病」もがんに含まれますので補 
償対象になります。 

 ●再発・転移しても⇒がん診断保険金は、初めてがんと診断されたときはもちろん、継続前契約で既に診断確 
定されたがんが一旦治癒した後の再発や、新たながんが生じたときでも、それまでのお支
払回数にかかわらずお支払いします。（ただし、支払事由に該当した最終の診断確定日か
らその日を含めて 1 年以内であるときは、がん診断保険金をお支払いできません。） 

 

 

組合員および組合員の配偶者の、親の加入もできます。 

補償額 介護補償一時金  100万円 または 200万円 

補償内容 公的介護保険制度に基づく要介護 3以上の認定を受けたときに、保険金をお支払いします。 

保険金のお支払いは、保険期間を通して 1 回です。お支払い時点で契約終了となります。 

ご注意 新規ご加入時および補償額の増額時は、健康状態告知が必要となり、項目に該当する方はご加入また

は増額できません。 

詳しくは e-CHOICE 上で表示される告知事項、重要事項説明書でご確認ください。 

   

 

 

 

 

 

一斉募集期間 2026年 4月 1日～2026年 5月 31日・保険始期日 2026年 7月 1日 

保険期間 2026年 7月 1日午前 0時～2027年 7月１日午後 4時 ・ 以後 1年ごとの自動更新 

口座引落日 2026 年 9 月 28 日(月) 保険料は口座引落しです。口座登録も e-CHOICE 上でおこない

ます。国公共済会の他の制度で口座引落しを利用中であっても、改めて手続きが必要です。 

一斉募集期間の終了後は、国公共済会 HPの「年度途中加入」から毎月お申込みが可能です。 

がん特約、介護特約の加入申込は、インターネット募集システム e-CHOICE でのみ受け付けます。 

加入者票は東京海上日動から加入者宅へ直送します。1 年ごとの自動更新で、更新時に契約者本人が国公共済

会の指定制度へ加入している必要があります。更新手続きは毎年 4 月頃に登録されたメールアドレスへ送信

します。加入後の住所、電話番号、メールアドレス等の変更は、契約者から国公共済会へ直接 FAX、メール

等でご連絡ください。 

がん特約・介護特約 

介 護 特 約 

国公共済会 

団体割引 25％適用 

加入月２０２６年７月～２０２７年６月版 

 

 

募集期間 ・ 保険期間など 

 

（ 団体総合生活保険 ） 

が ん 特 約  

 お申し込みはこちら 



2026年 7月 1日始期用【本人型】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保険金額 がん特約（円） 介護特約（円） 

年齢(歳) 100 万円 200 万円 100 万円 200 万円 

5～9 720 1,450  

10～14 1,100 2,190 

15～19 810 1,620 

20～24 400 810 

25～29 2,020 4,050 

30～34 3,700 7,400 

35～39 6,880 13,770 

40～44 9,530 19,060 290 580 

45～49 13,310 26,610 340 690 

50～54 16,600 33,210 470 950 

55～59 22,170 44,340 680 1,350 

60～64 34,400 68,790 1,470 2,940 

65～69 46,120 92,250 4,190 8,390 

70～74 66,940 133,890 9,260 18,530 

75～79 75,360 150,710 21,480 42,960 

80～84 91,760 183,510 40,920 81,840 

85～89 104,850 209,690  

お問合せ先 

このチラシは団体総合生活保険の概要をご紹介したものです。ご加入にあたっては、必ず
「重要事項説明書」をよくお読みください。「重要事項説明書」には、ご加入または更新
される保険の商品内容をご理解いただくために特に重要な情報、および、お客様にとって
不利益となる事項等、特にご注意いただきたい情報を記載しております。ご不明な点等が
ある場合には、お問合せ先までご連絡ください。重要事項説明書、健康状態の告知、保険
金をお支払いする条件は、e-CHOICE 上でご確認の上、お申し込みください。 

桜保険事務所【取扱代理店】 

東京都西東京市田無町 3-2-17 
TEL 042-469-7517 
FAX 042-461-0366 
受付時間 平日 9：30～17：30 

国公共済会【団体保険契約者】 

東京都港区西新橋 1-17-14 
西新橋エクセルアネックス 4F 
TEL 03-3580-2881 
FAX 03-3580-2885 
メール info＠k-kyosai.jp 
受付時間 平日 9：00～17：30 

※保険料は、年一括払です。 

年度途中の加入者は加入する月によって保

険料が異なります。e-CHOICE 上または国公

共済会のホームページ(組合員・担当者専用

⇒がん・介護特約)でご確認いただけます。 

保険料は被保険者(保険の対象となる方)の年

齢(団体契約の始期日時点の年齢をいいま

す。)、および毎年の更新時年齢によって、変

わります。また、保険料は改定により変わる

可能性があります。 

団体契約の始期日は毎年 7 月 1 日です。 

※被保険者は、がん特約は満5歳以上、満89

歳以下、介護特約は満 40 歳以上、満 84 歳

以下に限ります。 

国公共済会のホームページで、 

組合員・担当者専用からログ 

インし、がん・介護特約お申 

込みへおすすみください。ス 

マートフォンでも手続きできます。 

https://www.kyousai.jp/member_login/ 

がん特約・介護特約を契約できる方：国公共済会の指定制度に

月掛金合計 500 円以上の加入がある組合員。シニア共済に 80

歳まで加入されていた方も加入(更新)が可能です。 

指定制度とは：生命基本、団体生命、医療、セット共済、ワン

コイン共済、シニア医療共済 

※組合員本人が条件を満たせば、次の方を補償の対象として指定

できます。① 組合員本人 ② 配偶者 ③ ①または②の子・親 

Q１ 組合員が「加入できる方の条件」をクリアし

ていれば、家族は指定制度に加入していなくて

もがん特約または介護特約に加入できますか？ 

Ａ 加入できます。組合員が条件をクリアすれば、

家族の加入を可とします。ただし家族の健康状

態告知は別途必要です。 

Q２ 組合員はがん特約または介護特約に加入せ

ず、家族のみがん特約、介護特約に加入できま

すか？ 

A 加入できます。 

Q3 健康状態の告知とは、どのようなものです

か？ 

A 例えばがん特約では、【今までに「がん」また

は「上皮内がん」と医師に診断されたことはあり

ますか？】などの質問があり、すべて該当なしの

場合にご加入いただけます。質問内容は細かい条

件があるため、HP 掲載の「健康状態の告知内容」

または e-CHOICE 上でご確認ください。 

加入できる方の条件 

年額保険料 

Ｑ＆Ａ 

お申し込みはこちら 
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TEL:042-469-7517
TEL:03-3580-2881
https://www.kyousai.jp/member_login/がん・介護特約お申込みへ

